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農地は、人々の生存に欠かせない食料を生産するとても重要な供給基盤です。食料自給率が低い

我が国では、農地を大切に守っていく必要があり、農地法で一定の規制がかけられています。このため、

自分が所有している農地でもその転用には農地法の手続きが必要とされています。

肇弥如沌誠僧陶陵励劫
農地法による農地転用の手続きは、自分が所有する農地を転用するか、事業者などが農地を

買ったり借りたりして転用するか、転用する農地が都市計画法の規定による「市街化区域」内

であるかどうかによって次のように区分されています。

【区域ごとの手続き方法と許可権限庁】

還遜証細 � �十＋∴ 啓 �筈 等 

市街化区域 �農地法第4条　届出 ����農地法第5条　届出 
（農業委員会） ����（農業委昌会） 

上記以外 �農地法第4条　許可 ����農地法第5条　許可 4ha超（県知事） ����4ha超（県知事） 
4ha以下（農業委員会） ����4ha以下（農業委員会） 

※　許可申請書の提出にあっては事前協議が必要となります。

◎∴遠望庖寄親藩旗艦

届出書や許可申請書を提出すればすぐに転用事業を着工できるものではありません。書類提出後、

届出の場合は受理通知書が、許可の場合は許可指令書が交付されますので、その後に着工できるこ

ととなります。

二・手続苫方法や違迅する芸類．菱付締切日などについて

詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせ下さい。

二券

匪農道や農業用施設のための朗は許可不要の場合もあります
法面が崩壊しかけている畑地へのブロック積や適作のための農道など農地の保全・利用増進のため

の転用や、農業用倉庫などの農作物の育成の事業に必要な農業用施設（2a未満）のための転用は

許可が不要とされていますが、次の点にご注意ください。

○　農業用施設の場合、施設面積や通路等を含めた転用面積が2a未満の場合です。

（例）農業用倉庫が1．88でも倉庫までの進入路で0．3aを利用する場合は2．1aの転用となるため

転用許可が必要となります。


